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平成２９年１２月１５日午後２時、多摩市役所４０１会議室において、平成２９年第１２回

多摩市農業委員会総会が招集された。 

 

 出席委員は次のとおりであった。 

１番 青木幸子委員、２番 小暮和幸委員、３番 新倉隆委員、 

５番 柚木実委員、６番 伊藤千春委員、７番 増田実生委員、 

８番 萩原弘委員、１０番 相澤孝一委員、１１番 小島豊委員、 

１２番 大松誠二委員、１３番 武内好惠委員、１５番 伊藤忠男委員 

 

 欠席委員は次のとおりであった。 

   １４番 澤登早苗委員 

 

出席した事務局職員は次のとおりであった。 

    事務局長 宮﨑武  農地係長 沖迫達矢  書記 五ノ井洋輔  

 

  定刻（午後２時）に総会を開会した。 

 

議長（会長 小暮 和幸） 

「定刻になりましたので、只今から平成２９年第１２回多摩市農業委員会総会を開会いた

します。只今の出席委員は１２名であります。定足数に達しておりますので、ただちに

会議を開きます。」 

 

議長（会長 小暮 和幸） 

「本日の議事日程は次のとおりです。」 

 

日程第１、第２８号報告 農地法第４条第１項第７号の規定による届け出について 

日程第２、第２９号報告 農地法第５条第１項第６号の規定による届け出について 

日程第３、第３０号報告 相続税納税猶予の継続届に係る農業経営を引き続き行って 

            いる旨の証明書の交付について 

 

議長（会長 小暮 和幸） 

議事に先立ち、多摩市農業委員会会議規則第１３条第２項の規定により、委員に諮って、

議長指名により議事録署名委員に次の者を指名した。 

 

１５番 伊藤
い と う

 忠男
た だ お

委員  １番 青木
あ お き

 幸子
さ ち こ

委員 

 

 

 

 

 



議長（会長 小暮 和幸） 

「それでは、議事に入ります。日程第１、第２８号報告 農地法第４条第１項第７号の 

規定による届け出についてを議題といたします。事務局に朗読と説明を求めます。」 

 

農地係長（沖迫） 

第２８号報告 農地法第４条第１項第７号の規定による届け出についてを朗読し説明した。 

 

議長（会長 小暮 和幸） 

「以上、事務局の説明が終わりました。本件に関して、質疑はございませんか。」 

 

 

       ― 「質疑なし」の声あり ― 

 

 

議長（会長 小暮 和幸） 

「質疑なしと認め、質疑を終了します。」 

 

議長（会長 小暮 和幸） 

  「お諮りいたします。本件を報告のとおり承認することにご異議ありませんか。」 

 

 

― 「異議なし」の声あり ― 

 

 

議長（会長 小暮 和幸） 

「異議なしの声がありますので、報告のとおり承認することに決しました。」 

 

議長（会長 小暮 和幸） 

「次に、日程第２、第２９号報告 農地法第５条第１項第６号の規定による届け出に 

ついてを議題といたします。事務局に朗読と説明を求めます。」 

 

農地係長（沖迫） 

第２９号報告 農地法第５条第１項第６号の規定による届け出についてを朗読し説明した。 

 

議長（会長 小暮 和幸） 

「以上、事務局の説明が終わりました。本件に関して、質疑はございませんか。」 



１０番 相澤 孝一委員 

  「整理番号１８番の届出について、届出土地の周辺も今回の譲渡人が所有する土地 

なのですか。」 

 

書記（五ノ井） 

  「はい。先月に同譲渡人が今回の届出土地に隣接する土地の転用届を出しているので、 

そのように思われます。」 

 

議長（会長 小暮 和幸） 

「他に質疑はございませんか。」 

 

 

       ― 「質疑なし」の声あり ― 

 

 

議長（会長 小暮 和幸） 

「質疑なしと認め、質疑を終了します。」 

 

 

議長（会長 小暮 和幸） 

  「お諮りいたします。本件を報告のとおり承認することにご異議ありませんか。」 

 

 

― 「異議なし」の声あり ― 

議長（会長 小暮 和幸） 

「異議なしの声がありますので、報告のとおり承認することに決しました。」 

 

議長（会長 小暮 和幸） 

「次に、日程第３、第２７号報告 相続税納税猶予の継続届に係る農業経営を引き続き 

行っている旨の証明書の交付についてを議題といたします。事務局に朗読と説明を求 

めます。」 

 

農地係長（沖迫） 

第２７号報告 相続税納税猶予の継続届に係る農業経営を引き続き行っている旨の 

証明書の交付についてを朗読し説明した。 

 

議長（会長 小暮 和幸） 

「以上、事務局の説明が終わりました。本件に関して、質疑はございませんか。」 



１２番 大松 誠二委員 

  「整理番号１７の届出について、複数の地番をひとまとめにして合計面積だけを 

記していますが、個々の地番の面積を記す必要はないのですか。」 

 

書記（五ノ井） 

  「農業委員会では、税務署から送られてきた書類の通りに処理します。税務署の 

書類には合計面積のみ記してありましたので、その通りに報告致しました。」 

 

農地係長（沖迫） 

  「税務署に提出するための書類でございますので、税務署の書式に従っております。」 

 

議長（会長 小暮 和幸） 

「私も複数の地番の合計面積が記された書類が税務署から届きますが、それをそれぞれの

面積に分けて扱うことは難しいようです。」 

 

１２番 大松 誠二委員 

  「わかりました。」 

 

議長（会長 小暮 和幸） 

「他に質疑はございませんか。」 

 

 

       ― 「質疑なし」の声あり ― 

 

 

議長（会長 小暮 和幸） 

「質疑なしと認め、質疑を終了します。」 

 

 

議長（会長 小暮 和幸） 

  「お諮りいたします。本件を報告のとおり承認することにご異議ありませんか。」 

 

 

― 「異議なし」の声あり ― 

議長（会長 小暮 和幸） 

「異議なしの声がありますので、報告のとおり承認することに決しました。」 

 

 

議長（会長 小暮 和幸） 

「以上をもって、本日の会議日程のすべてを終了いたしました。よって、会議を閉じます。」 

 



 

― 終了（午後２時３０分）― 

  


